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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２４年１月３１日 午後３時

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画について

議第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について

議第 ３号 事業計画変更承認申請について

議第 ４号 農地法第４条の規定による許可申請について

議第 ５号 農地法第５条の規定による許可申請について

議第 ６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて

議第 ７号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につい

て

議第 ８号 農業委員会等に関する法律施行令第３条第２項の規定による意

見について

議第 ９号 農業委員会等に関する法律施行令第３条第３項の規定による文

書の作成について

議第１０号 平成２４年度農作業賃金及び機械作業料金について

報告事項 報第 １号 第１調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農地法第１８条第６項の通知について

報第 ３号 基盤強化法の解約通知について

報第 ４号 使用貸借の解約通知について

報第 ５号 作付変更届について

報第 ６号 農地法第３条の３第１項の届出について

報第 ７号 農地法第５条許可申請の取下げについて

その他

出席委員 ３２名

１番 斉 藤 信 一 委員 ２番 小 林 六 一 委員

３番 村 井 善一郎 委員 ４番 大 桃 惣一郎 委員

５番 佐 藤 満 委員 ６番 金 子 良 助 委員

７番 鶴 巻 純 一 委員 ８番 刈 屋 一 夫 委員

１０番 坂 井 和 弘 委員 １１番 藤 田 吉 則 委員

１２番 大 橋 正 臣 委員 １３番 山ノ内 正 委員
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１４番 川 勝 勳 委員 １５番 金 子 純 一 委員

１６番 大 竹 一 雄 委員 １７番 野 水 敏 秋 委員

１９番 安 達 宰 委員 ２０番 森 山 昭 委員

２１番 西 光 明 委員 ２２番 野 崎 文 夫 委員

２３番 大 竹 正 信 委員 ２４番 小 師 勉 委員

２６番 鶴 巻 俊 樹 委員 ２７番 武 石 栄 二 委員

２８番 安 達 英 作 委員 ２９番 村 山 佐喜雄 委員

３０番 佐々木 包 茂 委員 ３１番 長谷川 清 一 委員

３２番 清 水 栄 委員 ３３番 熊 倉 睦 委員

３４番 神子島 巖 委員 ３５番 佐 藤 裕 雄 委員

欠席委員 ２名

１８番 高 山 博 委員 ２５番 五十嵐 俊 雄 委員

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 金 子 正 敏

経営基盤係副参事 麦 倉 政 勝

農 地 係 副 参 事 竹 石 正 弘

主 任 樋 口 美 子

午後３時００分 開会及び開議

議長（大桃会長）

定例総会を開会いたします。出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員

３４名、欠員１名、出席３２名、欠席２名で、会議は成立いたします。

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名いたします。２番、

小林委員、３３番、熊倉委員を指名いたしますので、よろしくお願いを申し上げます。

議長（大桃会長）

それでは、早速議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（金子事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画について』ご説明申し上げます。

今月の申請は、１９ページにありますように、新規設定５０件、２２万８，４１３．

６１㎡、再設定４２件、１８万８２２．１４㎡、利用権移転６件、５万５，７９５㎡、

所有権移転５件、２万１，４１８㎡であります。合計では１０３件、４８万６，４４８．

７５㎡であります。

戻りまして１ページをごらん願います。議案中の４６５番は、西本成寺の農地１筆、
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９９８㎡をあっせんによる売買により取得したいものであります。価格は、１０アール

当たり約１３０万円であります。

４６６番は、西本成寺の農地２筆、１，９６０㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０アール当たり約２０４万円であります。

４６７番は、鬼木新田の農地１筆、３，２９１㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０アール当たり約１３０万円であります。

４６８番は、尾崎ほかの農地２筆、６，３２８㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０アール当たり約８２万円であります。

４６９番は、中野原の農地５筆、８，８４１㎡をあっせんによる売買により取得した

いものであります。価格は、１０アール当たり約５５万円であります。

４７０番は、篭場ほかの農地１７筆、９，１８２．６１㎡を新規により１年間利用権

設定するものであります。

４７１番は、曲谷の農地７筆、２，６９４㎡を新規により２年間利用権設定するもの

であります。

４７２番は、森町の農地１８筆、１万４，９３２㎡を新規により２年間利用権設定す

るものであります。

４７３番は、西裏館３丁目ほかの農地３筆、２，１１６㎡を新規により２年間利用権

設定するものであります。

４７４番は、石上３丁目の農地２筆、１，３１３㎡を新規により２年間利用権設定す

るものであります。

４７５番は、石上３丁目の農地１筆、６５６㎡を新規により２年間利用権設定するも

のであります。

４７６番は、石上２丁目の農地５筆、３，９９２㎡を新規により２年間利用権設定す

るものであります。

４７７番は、石上２丁目の農地１筆、６９８㎡を新規により２年間利用権設定するも

のであります。

４７８番は、鶴田の農地２筆、３，８７４㎡を新規により２年間利用権設定するもの

であります。

４７９番は、月岡の農地４筆、１，９８５㎡を新規により２年間利用権設定するもの

であります。

４８０番は、月岡ほかの農地８筆、３，００２㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。

４８１番は、大平の農地２筆、２，０９１㎡を新規により２年間利用権設定するもの

であります。

４８２番は、森町の農地４筆、６，２３８㎡を新規により２年間利用権設定するもの

であります。

４８３番は、下保内の農地２筆、１，９０３㎡を新規により２年間利用権設定するも

のであります。
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４８４番は、井戸場の農地１筆、９５９㎡を新規により４年間利用権設定するもので

あります。

４８５番は、福岡の農地２筆、１，５６９㎡を新規により４年間利用権設定するもの

であります。

４８６番は、芹山ほかの農地５筆、１万６，５４０㎡を新規により５年間利用権設定

するものであります。

４８７番は、飯田の農地３筆、４，４７８㎡を新規により５年間利用権設定するもの

であります。

４８８番は、月岡２丁目の農地９筆、３，２８１㎡を新規により５年間利用権設定す

るものであります。

４８９番は、月岡ほかの農地４筆、２，７９３㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。

４９０番は、川通西町の農地１筆、４，８３０㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。

４９１番は、川通西町の農地１筆、３，８４３㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。

４９２番は、大面ほかの農地８筆、４，４８０㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。

４９３番は、北潟の農地１筆、１，２６６㎡を新規により５年間利用権設定するもの

であります。

４９４番は、下大浦の農地２筆、９５９㎡を新規により５年間利用権設定するもので

あります。

４９５番は、下大浦の農地１筆、６１０㎡を新規により５年間利用権設定するもので

あります。

４９６番は、名下の農地２筆、３，５７７㎡を新規により５年間利用権設定するもの

であります。

４９７番は、中曽根新田の農地１筆、３，２９９㎡を新規により５年間利用権設定す

るものであります。

４９８番は、西裏館３丁目の農地１筆、９８３㎡を新規により８年間利用権設定する

ものであります。

４９９番―１は、上保内の農地３２筆、１万６，８２４㎡を新規により９年間利用権

設定するものであります。

５００番―１は、東鱈田ほかの農地５筆、６，９４５㎡を新規により９年間利用権設

定するものであります。

５０１番―１は、西中の農地２筆、２，５２０㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。

５０２番―１は、東鱈田の農地１筆、１，８８２㎡を新規により９年間利用権設定す

るものであります。
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５０３番―１は、北入蔵１丁目の農地４筆、３，１９０㎡を新規により９年間利用権

設定するものであります。

５０４番―１は、東大崎１丁目ほかの農地１４筆、１万４，６８７㎡を新規により９

年間利用権設定するものであります。

５０５番―１は、東大崎１丁目ほかの農地６筆、５，７６９㎡を新規により９年間利

用権設定するものであります。

５０６番―１は、東大崎１丁目ほかの農地９筆、５，０７１㎡を新規により９年間利

用権設定するものであります。

５０７番―１は、東大崎１丁目ほかの農地５筆、２，６６８㎡を新規により９年間利

用権設定するものであります。

５０８番は、中曽根新田の農地２筆、６，１００㎡を新規により９年間利用権設定す

るものであります。

５０９番は、中曽根新田の農地４筆、２，７４０㎡を新規により９年間利用権設定す

るものであります。

５１０番は、新光ほかの農地１２筆、１万４５０㎡を新規により９年間利用権設定す

るものであります。

５１１番は、下大浦の農地９筆、７，６１３㎡を新規により９年間利用権設定するも

のであります。

５１２番は、楢山の農地７筆、１万４，１０６㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。

５１３番は、楢山の農地２筆、４，６４５㎡を新規により９年間利用権設定するもの

であります。

５１４番は、楢山の農地２筆、１，５２１㎡を新規により９年間利用権設定するもの

であります。

５１５番は、棚鱗の農地４筆、９，６４２㎡を新規により９年間利用権設定するもの

であります。

次の５１６番から１６ページの５５５番までの４０件につきましては、再設定であり

ますので、説明を省かせていただきます。

５５６番は、善久寺ほかの農地３筆、４，９９７㎡を２年間賃借権の移転をするもの

であります。

５５７番は、福島新田ほかの農地４筆、２，５６４㎡を２年間賃借権の移転をするも

のであります。

５５８番は、福島新田の農地１筆、１，５０８㎡を４年間賃借権の移転をするもので

あります。

５５９番は、下保内の農地１筆、１，８７５㎡を６年間賃借権の移転をするものであ

ります。

５６０番は、福島新田ほかの農地３８筆、３万６，３０６㎡を７年間賃借権の移転を

するものであります。
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５６１番は、福島新田の農地３筆、８，５４５㎡を８年間賃借権の移転をするもので

あります。

５６２番は、原の農地２筆、１，４９６㎡を新規により５年間使用貸借権を設定する

ものであります。

５６３番は、北五百川の農地４筆、１，８６６㎡を新規により５年間使用貸借権を設

定するものであります。

５６４番は、上須頃の農地３筆、３５８㎡を新規により９年間使用貸借権を設定する

ものであります。

５６５番は、中曽根新田の農地１筆、１７７㎡を新規により９年間使用貸借権を設定

するものであります。

次の５６６番、５６７番は、使用貸借権を再設定するものであります。

２０ページの４９９番―２から２２ページの５０７番―２までの枝番がついておりま

す９件、５万９，５５６㎡につきましては、農地利用集積円滑化事業で新規により９年

間利用権設定するものであり、議案中の枝番１と枝番２は連動しておりますので、その

ようにごらんいただきたいと思います。

なお、いずれも書類確認及び経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしております。

以上であります。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結果

報告を願います。

第１調査部会長さんは、西代理の隣に着席願います。

第１調査部会長（２８番安達英作委員）

それでは、第１調査部会の調査結果についてご報告いたします。

第１調査部会では、１月２５日午前９時より厚生福祉会館１０１会議室におきまして、

部会員と西会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午後０時５

０分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画について』は、新

規設定５０件、再設定４２件、利用権の移転６件、所有権の移転５件、合計件数１０３

件、面積にして４８万６，４４８．７５㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、

いずれも経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（大桃会長）
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ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

１２番（大橋正臣委員）

ただいまの部会長さんのほうからに別に何の異論もないのですけれども、先ほどのあ

っせんの関係でちょっとまた重なるような格好でお聞かせ願いたいのですが、事務局の

ほうに。

５件の売買が出ております。それぞれ移転日が２月の１日から２月の１０日まである

のですけれども、この移転日は大体きょうの総会後にお金の動きがあろうかと思います

が、間違いないのでしょうか、そこあたりは原則的には、きょうの総会後にお金の移動

があろうかと思いますが、支払い日が、たまたま２月の１日とあるのです、これ。あし

たということなので、午前中に支払いして午後からということ可能だかと思うのですけ

れども、大体そういうのだったら５日とか、早くとも３日とか、あるいは１０日とかと

いうようなことになってこようかと思いますが、お願いします。

事務局（麦倉副参事）

今のご質問ですけれども、それぞれあっせん会議の席で、流れについて当事者側のほ

うに説明申し上げまして確認を得ておりますので、今あした２月１日の設定のものにつ

いても確実にその実行するようにということで、その辺の日にちについては確認を得て

この日を決めておりますので、間違いないと思います。

１２番（大橋正臣委員）

それで、そういうふうにして事務局のほうは確認されておるということで結構なので

すけれども、たまたま移転日というのは当然譲り渡し人と受け手が、事務局へ来られて、

事務局のほうで登記謄本の関係、移転事務をされるわけなのですけれども、それぞれの

日にちにはっきり申し上げまして、たまたま生身の人間が来るわけですから、何かあっ

た場合、例えば交通事故に遭うとか、何か不都合で来られなかった場合というのは、こ

の移転日の変更というのはなるのですか。可能ですか、そこあたり。可能であればどの

程度まで可能なのか、それちょっとお聞きしたいのですけれども。

事務局（麦倉副参事）

利用集積計画に定めた計画書が移転日が記載されていますので、それを変更するとい

うことになりますと、もう一度計画書のつくり直しということになりますので、再度計

画書をつくり直して、この農業委員会総会でその計画の中身についていいかどうかご審

議をいただいてから、またということになります。ですから、計画書の中に移転日が決

められた場合については、それについてはもうそのとおり約束事ですので、計画どおり

にやっていただくということでご理解いただきたいと思います。

１２番（大橋正臣委員）

わかりました。先ほど申し上げましたように、やっぱり生身の人間でございますので、

何があるかわかりませんけれども、２人が当然いられるわけでございます。そんなとこ

ろで十二分にこの日までにはっきりした中の動きでスムーズにいくように願っておると

ころでございます。ありがとうございました。
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議長（大桃会長）

そのほかございますか。

それでは、お諮りをいたします。議第１号につきましては、ただいま調査部会長の調

査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（大桃会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（大桃会長）

続きまして、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（金子事務局長）

それでは、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』ご説明申し上げ

ます。

今月の申請は、２６ページにありますように、８件の申請で、合計６万２８７．２４

㎡となっております。

それでは、戻りまして２３ページの７９番から順にご説明申し上げます。

議案中の７９番は、月岡３丁目地内の農地６筆、２，４５７㎡を譲り受け人が経営規

模の拡大を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり

５００万円であります。

８０番は、代官島地内の農地３筆、２，０６２㎡を譲り受け人が経営規模拡大により、

売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり約１４５万円でありま

す。

８１番は、鬼木地内の農地１筆、２８２㎡を譲り受け人が売買により小作地を取得す

るものであります。価格は、１０アール当たり約５０万円であります。

８２番は、川通東町地内の農地１筆、６８３㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０アール当たり約９５万円であ

ります。

８３番は、下大浦地内の農地１筆、９７６㎡を譲り渡し人が経営規模の縮小を図るた

め、売買するものであります。価格は、１０アール当たり５００万円であります。

８４番は、上須頃地内の農地１筆、１，０２１㎡を負債整理のため同一世帯内で売買

するものであります。価格は、１０アール当たり４９０万円であります。

８５番は、代官島地内の農地８８筆、３万７，５００．２４㎡を経営の若返りを図る

ため、同一世帯内後継者に２０年間使用貸借権を設定するものであります。

８６番は、花渕ほかの農地１３筆、１万５，３０６㎡を経営の若返りを図るため、同

一世帯内後継者に２０年間使用貸借権を設定するものであります。

以上８件が今月申請分であります。
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なお、いずれも書類及び現地確認、取得後のすべての農地を利用すること、機械、労

働力、技術、通作距離、下限面積を超えていることなどから、許可要件をすべて満たし

ております。

以上であります。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。

第１調査部会長（２８番安達英作委員）

議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』は、売買によるもの６件、

使用貸借によるもの２件、合計件数８件、面積にして６万２８７．２４㎡で、現地調査

を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、いずれも譲り受け人

の経営面積や機械、労働力、技術、通作距離、下限面積などの許可要件をすべて満たし

ており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（大桃会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（大桃会長）

続きまして、議第３号『事業計画変更承認申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（金子事務局長）

それでは、議第３号『事業計画変更承認申請について』ご説明申し上げます。

今月の申請は、２７ページにありますように１件、９２７㎡であります。

議案中の２２番は、月岡１丁目地内の土地１筆、９２７㎡について、当初事務所を建

築することで取得しましたが、昨今の景気低迷により計画断念し、変更目的を災害復旧

で利用が見込める貸露天資材置場に利用したいものです。場所につきましては、県立三

条高校南側付近で、農地区分は第３種農地に該当しております。

なお、書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件をすべて満たして

おります。

以上であります。
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議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。

第１調査部会長（２８番安達英作委員）

議第３号『事業計画変更承認申請について』は、件数にして１件、面積にして９２７

㎡で、書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、立地基準及び一般基

準を満たしており、承認相当といたしました。

以上です。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（大桃会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（大桃会長）

続きまして、議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（金子事務局長）

それでは、議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』ご説明申し上げ

ます。

今月の申請は、２８ページに記載してありますように１件の申請で、９８１．５５㎡

であります。

議案中の１５番は、塚野目３丁目地内の農地１２筆、９８１．５５㎡を農家住宅１棟、

農舎１棟及び倉庫１棟建築敷地に利用したいものであります。場所につきましては、塚

野目診療所北側付近で、農用地区分は第３種農地に該当しております。

なお、書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件をすべて満たして

おります。

以上であります。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。
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第１調査部会長（２８番安達英作委員）

議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』は、件数にして１件、面積

にして９８１．５５㎡で、書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、

立地基準及び一般基準を満たしており、許可相当といたしました。

以上です。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（大桃会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については、県農業会議へ諮問し、答申があった

後に許可といたします。

議長（大桃会長）

続きまして、議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（金子事務局長）

それでは、議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』ご説明申し上げ

ます。

今月の申請は、３０ページに記載してありますように６件の申請で、合計１万１，２

６２．０３㎡であります。

それでは、戻りまして２９ページの７９番から順にご説明いたします。

議案中の７９番は、石上２丁目地内の農地２筆、１，１３１㎡を賃借権設定により店

舗１棟、通路及び駐車場３１台分に利用したいものです。場所につきましては、ふるか

わ歯科医院南側隣接地で、農用地区分は第３種農地に該当しております。

８０番は、西本成寺２丁目地内の農地１筆、９６５㎡を売買により取得し、駐車場４

０台及び通路敷地に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万６，０

００円であります。場所につきましては、既存自社駐車場北側隣接地で、農用地区分は

第３種農地に該当しております。

８１番は、直江町４丁目地内の農地９筆、５，７４３㎡を売買により取得し、工場１

棟、駐車場１０１台分及び調整池敷地に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡

当たり約１万５，０００円であります。場所につきましては、旧斎場の南東側で、国道

８号線を越えた直江排水路わきで、農用地区分は第３種農地に該当しております。
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８２番は、柳沢地内の農地１筆、４１㎡を売買により取得し、既存宅地と一体利用し、

貸駐車場敷地に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万５，０００

円であります。場所につきましては、県立テクノスクール東側付近で、農用地区分は第

３種農地に該当しております。

８３番は、下須頃地内の農地３筆、７３８㎡を賃借権設定により駐車場２１台分敷地

に利用したいものです。場所につきましては、国道８号線沿い、自社駐車場北側隣接地

で、農用地区分は第２種農地に該当しております。

８４番は、尾崎地内の農地８筆、２，６４４．０３㎡を売買により取得し、保育所建

設用地を造成したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約６，０００円でありま

す。場所につきましては、尾崎駐在所北側付近で、農用地区分は第１種農地に該当して

おります。

なお、いずれも書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件をすべて

満たしております。

以上であります。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。

第１調査部会長（２８番安達英作委員）

議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』は、件数にして６件、面積

にして１万１，２６２．０３㎡で、７９番、８１番、８４番の現地調査を含む書類審査

及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、いずれも立地基準及び一般基準を満

たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（大桃会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については、県農業会議へ諮問し、答申のあった

後に許可といたします。

議長（大桃会長）

続きまして、議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』を議題
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といたします。

事務局、説明願います。

事務局（金子事務局長）

それでは、議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』ご説明申

し上げます。

今月の申請は、３１ページに記載してありますように１件であります。

議案中の番号１番は、被相続人は平成２３年３月２２日死亡され、相続人３人で協議

の結果、平成２３年６月２４日遺産分割協議が成立しました。農地の相続面積は、田畑

合わせて１万４，３９８㎡中、今回の相続税の納税猶予に関する適格者証明願いが出さ

れました農地は１万３３２㎡で、農地として適正管理されております。

以上であります。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。

第１調査部会長（２８番安達英作委員）

議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』は、件数にして１件、

１名の申請について、書類審査及び事務局の現地確認結果など、詳細説明を受け、すべ

て農地として適正に管理されており、適格者証明願いは適当と判断いたしました。

以上です。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに適格者として証明を与えることにご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（大桃会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（大桃会長）

続きまして、議第７号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（金子事務局長）

議第７号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見について』ご説明

申し上げます。
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なお、今回審議いただく案件の中に土地改良事業完了後８年未経過の土地はございま

せん。

まず、三条地区について説明いたします。三条地区でお願いする案件は、重要変更１

件について、三条農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更をお願いするものであ

ります。申請人は、プラスチック製品製造販売をしており、現在社有車両等合計８３台

の車両があり、現在は確保できておりますが、１２台分の駐車場について住宅建築によ

りにより使用不可となり、今後３年間の新規採用正職員及びパート職員用で１５台必要

となり、駐車場の増設を計画したいものであります。変更箇所につきましては、変更箇

所位置図（１）をごらん願います。申請土地は、三条市上須頃４７６９ほか３筆、合計

８４１㎡であります。当該土地は、株式会社曙産業の南東側に位置しております。

次に、下田地区についてご説明いたします。下田地区でお願いする案件は、重要変更

２件について、下田農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更をお願いするもので

あります。ナンバー１の申請人は、昨年の７．２９新潟・福島豪雨により、管理運営を

していた共同墓地の一部が土砂崩れにより埋没してしまい、現在地より近隣の申請地に

埋没した墓地を建立したいものであります。変更箇所につきましては、変更箇所位置図

（１）をごらん願います。申請土地は、三条市森町１０２１番地―１、２８４㎡であり

ます。当該土地は、現在の共同墓地の西側に位置しております。

ナンバー２、申請人は、現在実家において父、母、兄、妹、妻、子供２人の合計８名

で暮らしております。農業経営にも従事しておりますが、現在の住宅では手狭となって

きているため、同じ集落内に分家住宅及び車庫を建築したいものであります。変更箇所

につきましては、変更箇所位置図（２）をごらんいただきたいと思います。申請土地は、

三条市長沢３４６番地６ほか１筆、合計１２７㎡であります。当該土地は、大平川を渡

る新大橋の西に位置しております。

以上３件でありますが、ご審議の上、意見決定を賜りますようよろしくお願い申し上

げます。

以上であります。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑の前に調査部会長の調査結果報告を願います。

第１調査部会長（２８番安達英作委員）

議第７号『農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に係る意見について』は、三

条地区１件、面積にして８４１㎡で、下田地区２件、面積にして４１１㎡、現地調査を

含む書類審査を行い、全件変更をやむを得ないものと認めるという意見であります。

以上です。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。
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それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第７号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおりに決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（大桃会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（大桃会長）

続きまして、議第８号『農業委員会等に関する法律施行令第３条第２項の規定による

意見について』、議第９号『農業委員会等に関する法律施行令第３条第３項の規定によ

る文書の作成について』を２件を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（金子事務局長）

議第８号の参考資料をごらん願います。先般１月２４日に皆様方から選挙人名簿の審

査をいただきましたが、その審査結果に基づき投票区、行政区ごとの登録者数を集計し

たものであります。三条市合計では４，５２６世帯、男性６，５４７人、女性５，３８

３人、計１万１，９３０人であります。

なお、昨年１月３１日の数字と比較いたしますと、三条地区ではプラスの１３４人で

５，２０５人であります。栄地区では、マイナスの１８８人で３，０６８人であります。

下田地区では、マイナスの１６０人で３，６５７人です。市全体でマイナスの２１４人

で１万１，９３０人となっております。

登録者数は以上のとおりであります。ご決定をいただきますと、総会終了後、選挙管

理委員会に送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。

引き続きまして、議第９号、参考資料をごらんいただきたいと思います。ご承知のよ

うに選挙人名簿の申請がなかった場合に代申制度がございます。参考資料のとおり投票

区ごとの代申件数でございます。三条地区では１２投票区の計で４９８件、栄地区では

９投票区で３１８件、下田地区では１３投票区で計６４２件、合計では３４投票区で計

で１，４５８件であります。なお、代申率は３２．２％となっております。

以上、議第８号及び第９号についてよろしくご審議のほどお願いいたします。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、議第８号、議第９号につきましては、ただいま事務局長が報告を申し上げ

たとおりにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（大桃会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（大桃会長）
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続きまして、議第１０号『平成２４年度農作業賃金及び機械作業料金について』を議

題といたします。

この件につきましては、今までも上程させていただいて、農政対策部会に付託を申し

上げ議論していただいた経過がありますが、今回もそのようにしたらいかがかとご提案

申し上げますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（大桃会長）

ご異議なしと認めます。

それでは、議第１０号につきましては、農政対策部会に付託をいたすことにいたしま

す。

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。

議長（大桃会長）

それでは、報第２号から報第７号まで、続けて事務局より報告を願います。

事務局（金子事務局長）

（別添報告書により説明）

（午後４時０１分から午後４時０５分まで休憩）

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、報告事項を終わります。

議長（大桃会長）

次に、７番委員、鶴巻純一委員さんより意見が求められておりますので、許します。

７番（鶴巻純一委員）

開会の会長のごあいさつにも申されていらっしゃいましたが、ＴＰＰのことについて

一言申し上げたいと思います。

昨年１１月に野田総理はハワイで開かれましたＡＰＥＣに対して、ＴＰＰ交渉に向け

て関係国と協議に入ると表明をいたしました。一昨年秋に農水省が所管をいたしており

ますけれども、日本がＴＰＰに参加ということになりますと、輸入農産物が大量に押し

寄せて国産農産物はその生産の激減をいたしまして、食料自給率は１３％に落ち込む、

農水省が試算していることはご承知のとおりであります。

その後ＴＰＰの交渉参加について、アメリカが国内外の団体に意見を募集いたしまし

た。１月半ばぐらいで締め切られたようですけれども、これには日本の農協中央会も意

見をやったということでありますけれども、アメリカの団体が表明した意見がいろいろ

あるわけです。
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アメリカの自動車政策会議というのがありまして、日本のＴＰＰ参加には反対だとい

うふうに表明した上で、参加する場合には軽自動車規格を廃止せよ、アメリカ車の複数

年の輸入数量枠を設定せよと今求めているわけです。つまり私どもが乗っている農耕用

の軽自動車も普通自動車という、軽の枠をなくして普通自動車だというふうに規格を改

めよと言っていますし、複数年による輸入数量枠については、ミニマムアクセス米なら

ぬミニマムアクセス自動車というのを設定せよと言っているわけですが、今でもアメリ

カ車の日本への輸入に対しては関税がゼロになっているのです。一方、日本車のアメリ

カへの輸出は関税が２．５％かかっていますから、ＴＰＰに参加で、普通に参加すると

いうことになればアメリカ車が不利になることを十分承知した上で、日本の規格の廃止

なり輸入枠を設定しろということを要求しているわけです。

また、保険や共済の分野でも同じような意見を表明していまして、アメリカ生命保険

協会は日本の共済事業の見直しを求めて、協同組合の共済事業に民間保険と同じルール

を適用させよというふうに要求しています。これについては、農協の共済事業はもちろ

んですけれども、農業共済組合、私どもが利用している農業共済の農産物共済や建物共

済についても、すべて民間の保険と同じようにやれということ要求しているわけです。

共済というのは、加入者の助け合いというところから始まっているわけでして、それを

保険会社のもうけの対象に組み入れるというふうに、私どもからすればとんでもない要

求をしているという状況です。

さらに申せば、医療についてですけれども、ご承知のようにアメリカには国民皆保険

の制度はありませんから、民間保険に頼っている人が多いわけです。ある本で書いてあ

るのですけれども、例えば盲腸で入院した場合に日本だと１週間入院で３割負担とある

わけですが、８万から９万円程度の負担になるわけです。それがアメリカでは、１日入

院で１００万円から２４０万円というような途方もない費用がかかるのだそうです。ど

うしてこの差があるかというと、１００万円の費用だと麻酔医がつかないということで、

２４０万円だと麻酔医がつくということになっておるそうです。ですから、アメリカで

は多くの国民が民間医療保険に入っていまして、保険料については１世帯当たり平均１

３０万支払っている。日本もこのような「命の沙汰も金次第」というふうにしていいは

ずはないわけです。ですから、日本医師会や歯科医師会、薬剤師会などは、国民皆保険

制度を堅持することと混合診療の全面解禁をしないことを約束しない限りＴＰＰには参

加するなというふうに意見を言っています。

新潟県知事も米を例外化できないようならＴＰＰに参加すべきでないと、昨年１１月

に公表しております。またアメリカのねらいは農業分野では、あくまでも米であり、牛

肉ですから、自由化せよと迫っていることは間違いないところだと思っています。

それから、昨年１１月のハワイで行われたＡＰＥＣ会議の前日に枝野経済産業大臣が

カーク米通商代表との会談前に読んだ政府作成の資料には、「日本はすべての品目、分

野を交渉の対象とする用意がある」という文言が書かれていたのです。アメリカは会談

後このとおりに発表しているのですが、日本はこれを否定しながら、アメリカに訂正を

要求していないという状況になっています。
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さらに、会長さんもごあいさつでおっしゃいましたが、ＴＰＰ交渉では交渉内容を公

表しないという合意があって、交渉文書は発効後４年間秘密にされるということがニュ

ージーランドのＴＰＰ主席交渉官の発表であったということです。

自民党の山田俊男参議院議員、この方はＪＡが推薦していらっしゃいますが、自身の

メールマガジンの中で「情報を得て国民的議論となり、結論を得ていく」という総理の

言明が全く根拠のないものだということは明らかになったというふうに書いておりま

す。テレビでもごらんになったと思いますが、米韓ＦＴＡの国会批准の審議でも国会自

体が大騒ぎになったということが報道されていますが、こういう不平等な条約が明らか

になったということからだろうと思います。

ＴＰＰについては、その実態は日米のＦＴＡ協定で中身はそういうことになるのだろ

うと思うのですが、不平等に近いようなＴＰＰ交渉には、会長さんもおっしゃいました

が、農家はもちろん国民全体がこぞって反対しなければならないと思います。ことしの

１２月に妥結するというふうなスケジュールが組んであるようですけれども、会長を先

頭に農業委員会挙げてＴＰＰ阻止のために、私も一生懸命頑張りますし、委員としても

頑張っていこうと思っていますので、ぜひご指導よろしくお願いします。

議長（大桃会長）

ぜひひとつこれはかち取らなければだめですし、かち取らないと日本の農業はやっぱ

り新潟、三条全部なくなります。そういうことのないようにひとつ頑張っていきましょ

う。

議長（大桃会長）

それでは、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

第３調査部会長（６番金子良助委員）

来月２月の調査部会は、第３調査部会の調査になっております。２月２４日１５時よ

り厚生会館第２集会室を予定しておりますので、関係の方、よろしくお願いいたします。

以上です。

議長（大桃会長）

ありがとうございました。

なお、来月の総会は２月２９日水曜日午前９時３０分を予定しております。よろしく

お願いを申し上げます。

それでは、長時間にわたってご審議をいただきまして、ありがとうございました。

以上をもちまして定例総会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでございました。

午後４時１７分 閉会
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